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任意退学について 

１．任意退学とは 

 任意退学とは、疾病、経済的事情、学習意欲低下などを理由とする学生本人の願い出による退学のことです。 

（参考）任意退学以外には、学費未納、在学年数満了などを理由とする「措置退学」と、懲戒による退学処分である「懲戒退学」が定められています。 

 

２．退学手続について 

任意退学を希望する場合には、以下に従い手続きを行ってください。 

＜申請方法＞ 

①退学願（所定書式）に必要事項を記入する。 

②各学科・専攻・専修主任と各自で連絡を取り、退学の承認を得る。 

 ＊教員の署名の入った退学願、または教員が承認していることが分かるメールの提出が必要となります。 

＊教員の連絡先は、教育学部ホームページ > 在学生の方へ > 「クラス担任・学科専攻専修主任・相談窓口」＞「教員連絡先一覧」 を参照のこと。 

③教育学部ホームページの「退学申請フォーム」から必要事項の入力および書類のアップロードを行う。 

  また、学生証を返却する。 

※ 窓口や郵送での書類提出は、確認漏れの防止のため受け付けておりません。ご了承ください。 

  学生証のみ、簡易書留など配送記録の残る方法での郵送を認めております。 

※ 申請日時は「全ての必要書類が不備なく揃った状態でフォームからの申請が完了した時刻のログ」に基 

づき判断します。「書類の不備」や「デバイス/ネットワークの不具合」等による遅延は認められません 

ので、期日までに余裕を持って申請してください。 

※ 必要書類のアップロードにおいては、スキャンなどで必要なデータを用意し、画像ファイル（拡張子が 

[.jpeg][.jpg][.gif][.png]のもの）またはPDF（拡張子が[.pdf]のもの）にて提出してください。 

＜結果通知＞ 

教授会での承認後、「退学許可通知」を本人および保護者等宛てに送付。 

 

３．退学願提出日と学費 

本学学則（※１）で定められているとおり、当該学期の所定学費が納入済でなければ退学願を提出する（願い出により退学する）

ことはできません。また、入学した年度の春学期中に退学する場合には、すでに納入された入学年度春学期分の学費は返金できませ

ん。 

 ※１ 学則第59条「学年の中途で退学した者でも、その期の学費はこれを納めなければならない」 
 

なお、退学願提出日によって以下のとおり学費の取り扱いが異なります。 

【春学期期間中の申請】 

申請日（退学願提出日） 4月1日～4月14日 4月15日～9月19日 9月20日 
退学日 3月31日（※２） 退学願提出日または9月20日 9月20日 

春学期分学費 免除 所定額 所定額 

秋学期分学費 ― 免除 免除 

   ※２ 当該年度に入学した学生の場合には、退学日＝退学願提出日となります。 

【秋学期期間中の申請】 

申請日（退学願提出日） 9月21日～9月30日 10月1日～ 翌年3月30日 翌年3月31日 
退学日 9月20日 退学願提出日または翌年3月31日 翌年3月31日 

春学期分学費 所定額 所定額 所定額 
秋学期分学費 免除 所定額 所定額 

 

【注意】申請の時期によっては納入済の学費を１～２か月後に返金させていただく対応となります。 

 

４．その他 

・退学する期の学費を納入済みで、右記の期間（4/15～9/19 または10/1～3/30）に退学願を提出した方のうち、退学願提

出日を退学日としたい方は事務所までお申し出ください。特にお申し出がない場合、退学日は、申請のあった学期の学期末

（9/20または3/31）となります。 



・奨学金を受給している場合には、奨学課にて所定の手続きを行ってください。 

・Wasedaメールアドレスは、教授会承認後に使用不可となります。 

・退学証明書は、教授会承認後かつ退学日以降に発行可能です。 

以 上 

 

◆◇お問い合わせ先 

早稲田大学 教育・総合科学学術院事務所 学務係 

 〒169‐8050 東京都新宿区西早稲田１‐６‐１ 

TEL：03-3202-2379  E-mail：school-of-education@list.waseda.jp 


